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刀ミ

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 5第 l項及び第167条の11第2項の規定により、金沢市が発注

する物品の購入又は売払い等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下 「競争入札」という。)に参加する

者に必要な資格を定めたので、その基本となるべき事項及び資格審査の時期、申請の方法等について、同令第167条

の5第2項(同令第167条の11第 3項において準用する場合を含む。)並びに金沢市契約規則(平成15年規則第 1号)

第2条第 1項及び第17条第 1項の規定により、次のとおり告示し、令和 2年4月 1日以後に締結する契約に係る競争

入札に参加しようとする者について適用します。

なお、平成29年告示第351号(物品購入等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等につ

いて)は、廃止します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

第 1 競争入札に参加する者に必要な資格

競争入札に参加することができる者は、第2に規定する要件に該当する者で、市長の行う審査により競争入札に

参加するために必要な資格(以下 「入札参加資格」という。)を有すると決定されたものとします。

第2 入札参加資格の審査に係る申請ができる者

入札参加資格の審査に係る申請ができる者は、次の(1)から(3)までの全てに該当する者とします。

(1) 次のア及びイのいずれにも該当しない者

ア 地方自治法施行令第167条の4第 1項に該当する者
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イ 地方自治法施行令第167条の 4第 2項各号のいずれかに該当 し、期間を定めて競争入札に参加させないこ

ととされた者のうち、当該期間を経過しない者

(2) 第4に規定する資格審査申請書の提出日までに納期限の到来した市税及び提出日の 1か月前までに納期限の

到来した国税(所得税又は法人税及び消費税等をいう。以下同じ。)を完納している者

(3) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支庖若しくは契約を締結す

る事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平

成 3年法律第77号)第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員の利用等をしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

第3 入札参加資格の審査事項

1 入札参加資格の審査は、次に掲げる事項について行うものとします。

(1) 本庖の所在地

(2) 本市内に本屈を有する者にあっては、客観的事項及び主観的事項

2 客観的事項は、次に掲げる審査項目によるものとし、その審査基準は、別に定めます。

(1) 営業年数

(2) 年間平均販売高

(3) 自己資本額

(4) 自己資本比率

(5) 流動比率

(6) 従業員数

3 主観的事項は、次に掲げる審査項目によるものとし、その審査基準は、別に定めます。

(1) 指名停止状況

(2) I S 0及びエコアクション 21の取得状況

(3) 本市との防災協定の締結状況及びかなざわ災害時等協力事業所の登録状況

(4) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に規定する一般事業主行動計画の届出状況及び

同法第13条に規定する基準適合一般事業主認定状況

(5) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条に規定する一般事業主行動

計画の届出状況及び同法第9条に規定する基準適合一般事業主認定状況

(6) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第 1号に規定する障害者の雇用状況

(7) 金沢市消防団協力事業所の認定状況

第4 入札参加資格の審査の申請

1 入札参加資格の審査を受けようとする者は、令和 2年 1月7日から同月24日までに資格審査申請書を市長に提

出してください。

2 やむを得ない理由により 1に定める期間内に資格審査申請書を提出することができなかったと市長が認める者

については、 1の規定にかかわらず、随時資格審査申請書を提出することができます。

3 入札参加資格の審査に係る審査基準日は、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるところに

よります。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その都度市長が定める日とします。

(1)客観的事項 令和元年10月1日の直前の営業年度の終了の日

(2)主観的事項令和元年12月31日

4 資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付してください。
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書類番号 添付書類 摘 要

1 営業品目調書

2 物品納入実績調書

3 国税に係る納税証明書 法人 法人税、消費税及び地方消費税

個人 所得税、消費税及び地方消費税

4 商業登記簿謄本 法人に限る。

5 身分証明書 個人に限る。

6 財務諸表 法人 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

(本市内に本屈を有する者に限る。)

個人 所得税確定申告時の貸借対照表及び損益計算書又は収支内訳書

(本市内に本庖を有する者に限る。)

7 暴力団排除に関する誓約書兼

照会承諾書

8 本庖に関する誓約書 本市内に本庄を有する者に限る。

9 役員の兼務及び資本関係調書

10 業務に係る許可、認可、登録、 当該業務を行うに当たり許可等が必要な場合に限る。

届出等を証する書面の写し

11 委任状 競争入札、契約、請求等の権限を代理人に委任する場合に限る。

12 金沢市入札参加申請登録票

※ 本市外に本庖を有する個人にあっては、所得税確定申告書の写し等の本店の所在地が分かるものを提出し

てください。

第5 入札参加資格の決定の通知及び有効期間

1 市長は、入札参加資格を有する者の決定をしたときは、入札参加資格者名簿にその氏名等を登載するとともに、

その旨を資格決定通知書により申請をした者に通知します。

2 入札参加資格の有効期間は、 2会計年度とします。ただし、第4の2の規定に該当する者については、市長が

別に定める期間とします。

第6 入札参加資格の取消し

入札参加資格を有する者が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するに至った場合は、当該資格を取り消します。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第 l項文は第2項の規定に該当したとき。

(2) 資格審査申請書文は添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。

第 7 経過措置

1 廃止前の平成29年告示第351号の規定に基づき決定を受けた入札参加資格については、その有効期間が満了す

るまでの聞は、なお効力を有することとします。

2 1に定めるもののほか、この告示の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定めることとします。

⑨金沢市告示第185号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 5第 1項及び第167条の11第2項の規定により、金沢市が発注

する役務等(コンサルタント業務、建物管理業務、樹木等管理業務、賃貸借業務及びその他委託業務をいう。)の契

約に係る一般競争入札文は指名競争入札(以下 「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を定めたので、そ

の基本となるべき事項及び資格審査の申請の時期、方法等について、同令第167条の 5第2項(同令第167条の11第3

項において準用する場合を含む。)並びに金沢市契約規則(平成15年規則第 1号)第2条第 1項及び第17条第 1項の

規定により、次のとおり告示し、令和 2年4月 1日以後に締結する契約に係る競争入札に参加しようとする者につい

て適用します。

なお、平成29年告示第352号(役務等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等について)

は、廃止します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義
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第 1 競争入札に参加する者に必要な資格

競争入札に参加することができる者は、第2に規定する要件に該当する者で、市長の行う審査により競争入札に

参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を有すると決定されたものとします。

第2 入札参加資格の審査に係る申請ができる者

入札参加資格の審査に係る申請ができる者は、次の(1)から(4)までの全てに該当する者とします。

(1) 次の表の左欄に掲げる業務の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める者(右欄に記載のないものに

ついては、それぞれ同表の左欄に掲げる業務を行うことができる者を右欄に定める者とします。)

業 務 の 種 類 者

(1) コンサルタ ア測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第 l項の規定による

ント業務 登録を受けている者

イ 建築(設備)コンサルタント 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第 1項の規定によ

業務 る登録を受けている者

ウ 土木コンサルタン ト業務 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)

第2条第 1項の規定による登録を受けている者

エ地質調査業務 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2

条第 1項の規定による登録を受けている者

オ 補償コンサルタン ト業務 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)

第2条第 1項の規定による登録を受けている者

(2) 建物管理業 ア清掃等業務 清掃業務 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法

務 空気環境測定業 律第20号)第12条の 2第 l項の規定による当該事業に係る登

務 録を受けている者

貯水槽清掃業務

ねずみ等防除業

務

イ 浄化槽清掃 浄化槽清掃業務 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第 l項の規定による

等業務 金沢市長の浄化槽清掃業の許可を受け、かつ、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第 l

項の規定による金沢市長の浄化槽汚泥の収集及び運搬に係る

一般廃棄物処理業の許可を受けている者

浄化槽保守点検 金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和例年条

業務 例第36号)第2条第 1項の規定による金沢市長の浄化槽保守

点検業者の登録を受けている者

ウ 警備業務 機械警備業務 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による警備

業の認定を受け、かつ、同法第40条の規定により石川県公安

委員会に機械警備業の届出書を提出した者

その他警備業務 警備業法第4条の規定による警備業の認定を受けている者。

ただし、同法第9条の規定による届出を必要とする者にあっ

ては、石川県公安委員会に届出書を提出した者

エ 設備運転監視業務

オ設備保守点 消防設備保守点 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の 7の規定による消

検業務 検業務 防設備士免状の交付を受けている者若しくは消防法施行規則

(昭和36年自治省令第6号)第31条の 6第6項に規定する消

防設備点検資格者又は消防設備土免状の交付を受けている者

若しくは消防設備点検資格者を有する者

電気設備保守点 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条

検業務(高圧) の2及び平成15年経済産業省告示第249号の要件に該当する

者

4 
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電気設備保守点 一一一一一一一一一一一一検業務(低圧)

空調設備保守点

一一一一一一一一一検業務

ボイラー設備保 ボイラー及び圧力容器安全規則J (昭和47年労働省令第33号)

守点検業務 第35条の規定によるボイラー整備土文はボイラー整備土を有

する者

エレベーター設 建築士法(昭和25年法律第202号)第 2条第 2項の規定によ

備保守点検業務 る一級建築士、同条第3項の規定による二級建築士若しくは

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の 5

第 2項に規定する昇降機等検査員資格者証の交付を受けてい

る者又は一級建築士、 二級建築士若しくは昇降機等検査員資

格者証の交付を受けている者を有する者

自動ドア設備保 一一一一一一一一一守点検業務

カ その他建物管理業務 業務の種類に応じて市長が別に定める者

(3) 樹木等管理業務

(4) 賃貸借業務

(5) その他委託 ア 情報シスァム開発業務

業務 イ 労働者派遣業務 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第 l項の規定に

よる労働者派遣事業の許可を受けている者

ウホ ムペジ作成 業 務

エ デ タ入力業務

オ会場設営業務

カ印刷業務

キ マイクロフィルム撮影業務

ク 各種コンサルタント業務 地域計画等コンサルタント業務を行う者

ケその他業務 業務の種類に応じて市長が別に定める者

(2) 次のア及びイのいずれにも該当しない者

ア 地方自治法施行令第167条の4第 l項に該当する者

イ 地方自治法施行令第167条の 4第 2項各号のいずれかに該当し、期間を定めて競争入札に参加させないこ

ととされた者のうち、当該期間を経過しない者

(3) 第4に規定する資格審査申請書の提出日までに納期限の到来した市税及び提出日の 1か月前までに納期限の

到来した国税(所得税又は法人税及び消費税等をいう。以下同じ。)を完納している者

(4) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者

ア 役員等 (個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支庖若しくは契約を締結す

る事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平

成 3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団文は暴力団員の利用等をしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

第3 入札参加資格の審査事項
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1 入札参加資格の審査は、次に掲げる事項について行うものとします。

(1) 本庖の所在地

(2) 本市内に本庄を有する者にあっては、客観的事項及び主観的事項

(3) 本市外に本屈を有する者にあっては、客観的事項

2 客観的事項は、次の(1)からは)までに掲げる者の区分に応じ、当該(1)からは)までに定める審査項目によるものと

し、その審査基準は、別に定めます。

(1)第2の(1)の表の(1)に規定する者 建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領(昭和45年建設省厚

第50号)に規定する事項

(2) 第 2の(1)の表の(2)、(4)及び(5)に規定する者のうち、本市内に本屈を有する者次に掲げる審査項目

ア営業年数

イ 完成業務高

ウ 自己資本額

エ 自己資本比率

オ 流動比率

カ従 業員数

(3) 第 2の(1)の表の(2)、(4)及び(5)に規定する者のうち、本市外に本屈を有する者 完成業務高

(4) 第 2の(1)の表の(3)に規定する者 次に掲げる審査項目

ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第 1項に規定する総合評定値

イ 樹木等管理業務に係る完成業務高

3 主観的事項は、次に掲げる審査項目によるものとし、その審査基準は、別に定めます。

(1) 業務成績評点

(2) 指名停止状況

(3) 優良業務の表彰実績

(4) I S 0及びエコアクション 21の取得状況

(5) 本市との防災協定の締結状況及びかなざわ災害時等協力事業所の登録状況

(6) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に規定する一般事業主行動計画の届出状況及び

同法第13条に規定する基準適合一般事業主の認定状況

(7) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条に規定する一般事業主行動

計画の届出状況及び同法第9条に規定する基準適合一般事業主の認定状況

(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第 l号に規定する障害者の雇用状況

(9) 金沢市消防団協力事業所の認定状況

第4 入札参加資格の審査の申請

1 入札参加資格の審査を受けようとする者は、令和 2年 1月7日から同月24日までに資格審査申請書を市長に提

出してください。

2 やむを得ない理由により 1に定める期間内に資格審査申請書を提出する ことがで、きなかったと市長が認める者

については、 1の規定にかかわらず、随時資格審査申請書を提出する ことができます。

3 入札参加資格の審査に係る審査基準日は、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるところに

よります。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その都度市長が定める日とします。

(1)客観的事項 令和元年10月1日の直前の営業年度の終了の日

(2)主観的事項令和元年12月31日

4 資格審査申請書には、次の区分により書類を添付してください。

(1) 第 2の(1)の表に規定する者(共通)

書類番号 添付書類 摘 要

1 使用印鑑届・委任状 委任状は、競争入札、 契約、請求等の権限を代理人に委任する場合に

限る。

2 暴力団排除に関する誓約書兼照

会承諾書
」
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3 国税に係る納税証明書

4 本屈に関する誓約書

5 営業所一覧表

6 商業登記簿謄本

7 営業経歴書、身分証明書

8 財務諸表

9 業務に係る許可、認可、登録、

届出等を証する書面の写し

10 業務実績調書

11 総括表

12 主観的事項に関する調査票

13 役員の兼務及び資本関係調書

14 金沢市入札参加申請登録票

(2) 第2の(1)の表の(1)に規定する者

ア 技術職員名簿等

イ 希望業務調査票

(3) 第 2の(1)の表の(2)に規定する者

ア 技術職員名簿等

(4) 第 2の(1)の表の(3)に規定する者

金沢 市公 報

法人 法人税、消費税及び地方消費税

個人 所得税、消費税及び地方消費税

本市内に本庄を有する者に限る。

本市内に本庖のみを有する者にあっては、提出を省略することができ

る。

法人に限る。

個人に限る。

法人 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

(本市内に本屈を有する者又は第2の(1)の表の(1)に規定する者

に限る。)

個人 所得税確定申告時の貸借対照表及び損益計算書又は収支内訳書

(本市内に本屈を有する者又は第2の(1)の表の(1)に規定する者

に限る。)

当該業務を行うに当たり許可等が必要な場合に限る。

本市内に本庄を有する者に限る。

法人に限る。

ア 総合評定値通知書(国土交通大臣又は都道府県知事に対して総合評定値の通知の申請を行っていない者に

あっては、提出は不要とします。)

(5) 第2の(1)の表の(4)及び(5)に規定する者

ア取扱調査票

第5 入札参加資格の決定の通知及び有効期間

1 市長は、入札参加資格を有する者の決定をしたときは、入札参加資格者名簿にその氏名等を登載するとともに、

その旨を資格決定通知書により申請をした者に通知します。

2 入札参加資格の有効期間は、 2会計年度とします。ただし、第4の2の規定に該当する者については、市長が

別に定める期間とします。

第6 入札参加資格の取消し

入札参加資格を有する者が次の(1)から(3)までのいずれかに該当するに至った場合は、当該資格を取り消します。

(1) 第 2の(1)の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 地方自治法施行令第167条の 4第 1項文は第2項の規定に該当したとき。

(3) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。

第 7 経過措置

1 廃止前の平成29年告示第352号の規定に基づき決定を受けた入札参加資格については、その有効期間が満了す

るまでの聞は、なお効力を有することとします。

2 1に定めるもののほか、この告示の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定めることとします。

⑨金沢市告示第186号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
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人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合を含

む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を指定したので、生活保護法第55条の

3第 1号の規定により次のとおり告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

訪問看護事業者 訪問看護ステーション
指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地

株式会社Radix
金沢市泉1丁目 7番3 訪問看護ステーション 金沢市小坂町西8番

令和元年8月1日
2号 FLOS 地44

メディカル・スタッフ 金沢市高尾台1丁目84 訪問看護ルナ・ステー 金沢市高尾台1丁目
令和元年10月3日

-サービス株式会社 番地 ンヨン 84番地

⑨金沢市告示第187号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合

を含む。)の規定により指定医療機関から当該指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第

55条の3第2号の規定により次のとおり告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

名 称 所在地 廃止年月日

木田医院 金沢市小立野5丁目 6番14号 平成30年10月1日

⑨金沢市告示第188号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)

第14条第4項においてその例による場合を含む。)の規定により指定介護機関から介護機関を廃止した旨の届出があっ

たので、生活保護法第55条の3第2号の規定により次のとおり告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

事業所番号
事業所 事業者 廃止 サービス

名称 所在地 名称 所在地 年月日 の種類

1710119791 上荒屋クリニック 金沢市上荒屋 1 公益社団法人石川 金沢市京町20番 令和元年 居宅介護支援

介護相談センター 丁目79番地 勤労者医療協会 3号 9月30日

⑨金沢市告示第189号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14

条第4項においてその例による場合を含む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる機

関を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の 3第2号の規定により次のとおり告示します。

令和元年11月21日

施術者

越村直美

名

越村接骨院

称

金沢市長 山

施術所

所在地

金沢市小坂町中196番地 1

8 

野 之 義

廃止年月日
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⑨金沢市告示第190号

介護保険法(平成 9年法律第123号)第41条第 1項本文の規定により指定居宅サービス事業者として次のとおり指

定したので、同法第78条第 l号の規定により告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護保険 事 業 所
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1770106456 ニチイケアセンター 金沢市田上本町3丁 株式会社ニチイ学 令和元年10月1日 訪問介護

田上 目80番地 1TK 7 館

E号室

1770106464 ニチイケアセンター 金沢市横川 5丁目

横)11 445番地 YSビル

102号室

1770106472 悠悠泉本町訪問介護 金沢市泉本町4丁目 社会福祉法人寿福 令和元年10月1日 訪問介護

ステーション 20番地 1 祉会

悠悠泉本町デイサー 通所介護

ビス

1770106480 ヘルパーステーショ 金沢市兼六元町15番 株式会社あんしん 令和元年10月1日 訪問介護

ン味噌蔵 33号住宅型有料老人 ケアーズ・リハビ

ホーム味噌蔵 3F リステーション24

1770106498 デイサービスみらい 金沢市太陽が丘3丁 社会福祉法人中央 令和元年10月1日 通所介護

-太陽丘 目1番 1号 福祉会

⑨金沢市告示第191号

介護保険法(平成 9年法律第123号)第42条の 2第 1項本文の規定により指定地域密着型サービス事業者として次

のとおり指定したので、同法第78条の11第 1号の規定により告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護保険 事業 所
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1790101032 樹楽ゆいの杜 金沢市堅田町甲87番 株式会社インテグ 令和元年10月1日 地域密着型通所

地 ラjレ 介護

⑨金沢市告示第192号

介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第 1項の規定により指定居宅介護支援事業者として次のとおり指定し

たので、同法第85条第 1号の規定により告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護保険 事業 所
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1770106472 悠悠泉本町ケアプラ 金沢市泉本町4丁目 社会福祉法人寿福 令和元年10月1日 居宅介護支援

ンセンター 20番地 1 祉会
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⑨金沢市告示第193号

介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により指定居宅サービス事業者から当該指定居宅サービ

スの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条第2号の規定により次のとおり告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護保険 事業 所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1770102786 ヘルパーステーショ 金沢市諸江町下丁 有限会社コクエー 平成31年3月31日 訪問介護

ンコクエー 216番地

1760191138 訪問看護ステーショ 金沢市疋 田 1丁目 株式会社ピースア 平成31年4月30日 訪問看護

/ こまくさ 219番地 eコート ライアンス

102号室

1760191179 訪問看護ステーショ 金沢市疋 田 1丁目 株式会社グレイト 平成31年4月30日 訪問看護

/ こまくさ 219番地 eコート フjレ
102号室

1770101945 特定非営利活動法人 金沢市田上の里 1丁 特定非営利活動法 令和元年 5月16日 訪問介護

サポート 24 目139番地 人サポート 24

1770100434 社会福祉法人千木福 金沢市千木町ホ 3番 社会福祉法人千木 令和元年 5月31日 通所介護

祉会デイサービス 地 1 福祉会

センタ一千木園

1770105094 悠悠泉本町訪問介護 金沢市泉本町4丁目 医療法人社団輪生 令和元年 9月30日 訪問介護

ステーション 20番地 l JzK =z 

悠悠泉本町デイサ 通所介護

ービス

⑨金沢市告示第194号

介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の 5第2項の規定により指定地域密着型サービス事業者から当該指定

地域密着型サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、 同法第78条の11第 2号の規定により次のとおり告示し

ます。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護保険 事業 所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1770101952 有限会社デイサービ 金沢市木越町ヨ 117 有限会社デイサー 令和元年 5月31日 地域密着型通所

スたんほほ。 番地 1 ビスたんi司王 介護

1770104808 デイサービス さざ 金沢市西念 1丁目 4 株式会社さざなみ 令和元年 5月31日 地域密着型通所

なみ 番11号三翠ビル l階 介護

1790100828 デイサービスみらい 金沢市太陽が丘 3丁 社会福祉法人中央 令和元年 9月30日 地域密着型通所

-太陽E 目1番 1号 福祉会 介護

⑨金沢市告示第195号

介護保険法 (平成 9年法律第123号)第82条第2項の規定により指定居宅介護支援事業者から当該指定居宅介護支

援の事業を廃止する旨の届出があったので、同法第85条第2号の規定により次のとおり告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

10 
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介護保険 事 業 所
事業者の名称 廃止年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1770104808 居宅介護支援事業所 金沢市西念 1丁目 4 株式会社さざなみ 令和元年 5月31日 居宅介護支援

さざなみ 番11号三翠ビル 1階

1760190833 介護相談センターよ 金沢市問屋町 1丁目 株式会社メディカ 令和元年9月30日 居宅介護支援

つ葉金沢 108番地 ルケア

1770105094 悠悠泉本町ケアプラ 金沢市泉本町4丁目 医療法人社団輪生 令和元年9月30日 居宅介護支援

ンセンター 20番地 ZZL 三

1710119791 公益社団法人石川勤 金沢市上荒屋 1丁目 公益社団法人石川 令和元年9月30日 居宅介護支援

労者医療協会上荒屋 79番地 勤労者医療協会

クリニック介護相談

センター

⑨金沢市告示第196号

介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第 l項の規定により介護医療院として次のとおり開設を許可したので、

同法第114条の 7第 1号の規定により告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護保険 事 業 所
事業者の名称 許可年月日 施設の種類

事業所番号 名称 所在地

17B0100039 小池病院介護医療院 金沢市大手町8番20 医療法人社団博仁 令和元年10月 1日 介護医療院

号 〆z弘'" 

⑨金沢市告示第197号

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の 2第 1項の規定によりなおその効力を

有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第113条の規定により指定

介護療養型医療施設から当該指定介護療養型医療施設の指定を辞退する旨の届出があったので、同法第115条第 2号

の規定により次のとおり告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

介護保険 事 業 所
事業者の名称 辞退年月日 サービスの種類

事業所番号 名称 所在地

1710114016 小池病院 金沢市大手町8番20 医療法人社団博仁 令和元年 9月30日 介護療養型医療

{:コ7 Z33L Z 施設

⑨金沢市告示第198号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第46条第2項の規定によ

り次の指定障害福祉サービス事業者から当該指定障害福祉サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第

51条第2号の規定により告示します。

令和元年11月21日

金沢市長 山 野 之 義

11 



令和元年(2019年)11月21日第2989号 金沢 市公 報

事業所番号 事業所の名称
事業所の

事業者の名称
事業者の主たる 障害福祉サー 主たる 廃止

所在地 事務所の所在地 ビ スの種類 対象者 年月日

グループホー 金沢市石引 1
社会医療法人

金沢市石引 4 令和元年
1720100070 財団松原愛育 共同生活援助 精神障害者

ムすみれ 丁目 l番 l号
JzE=h 三

丁目 3番 5号 10月31日

身体障害者

就労支援セン 金沢市間明町 特定非営利活
(肢体不自

1710103076 ター「かがや 1丁目344番 動法人WAC
金沢市東力 1

就労移行支援
由、内部障 令和元年

き」 地 輝き
丁目153番地 害に限る。) 10月31日

知的障害者

精神障害者

⑨金沢市告示第199号

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の 2第 2項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関として次のと

おり指定したので、同法第19条の19第 l号の規定により告示します。

令和元年11月21日

l 診療所

名

かがやき在宅診療所

2 薬局

名

泉が丘あおぞら薬局

八日市あおぞら薬局

⑨金沢市告示第200号

称

称

金沢市長 山

所在地

金沢市窪6丁目257番地 l

所在地

金沢市泉が丘2丁目13番39号

金沢市八日市4丁目364番地

野 之 義

指定年月日

令和元年11月 1日

指定年月日

令和元年11月 1日

令和元年11月 1日

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 l項の規定により、次のとおり市道の区域を変更します。

なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において令和元年11月21日から同年12月 5日まで一般の縦覧に供

します。

令和元年11月21日

道路の
路線名

種類
区

一 般 袋 町

市道
尾張 町 2丁目線 2号

尾張 町 2 丁 目

公

次の自動車臨時運行許可番号標は、失効しました。

令和元年11月21日

石川 63-30 金沢

12 

金沢市長 山

間

144番

566番

主ヒ
Eヨ

先から

先まで

金沢市長 山

新旧

の別

|日

新

野 之 義

幅員 (m) 延長(m)

6. 0 5.4 

13.0 5.4 

野 之 義
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臣と
.1m. 査 公 表

⑨金沢市監査公表第 5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定により実施した財政援助団体等監査の結果に関する報告

を次のとおり決定したので、同条第 9項の規定により当該報告を公表します。

令和元年11月21日

金沢市監査委員 林

金沢市監査委員 中

金沢市監査委員 黒

金沢市監査委員 山

充

哲

男

郎村

沢

本
和規

由起子

第 1 監査の概要

1 監査対象の団体名、所在地及び所管局課

団 体 名 所 在 地 所 管局課

株式会社 金沢市駅西本町2丁目 3番27号 福祉局

エイム 障害福祉課

公益財団法人 金沢市広坂 1丁目 9番15号 文化スポーツ局

金沢芸術創造財団 文化施設課

公益社団法人 金沢市彦三町 1丁目15番 5号 市民局

金沢ボランティア大学校 市民協働推進課

2 監査を執行した監査委員

林充男、中村哲郎、黒沢和規、山本由起子

3 監査の範囲

平成30年度の出納その他の事務(ただし、必要と認められた令和元年度及び平成29年度以前の事務を含む。)

4 監査の期間

令和元年 7月16日から同年11月11日まで

5 監査の着眼点

全国都市監査委員会が定める監査等の着眼点の「財政援助団体等監査の着眼点」に基づき、公益上の必要性は

十分か、公金が適正かつ効率的に運用されているかを主眼として、監査を実施した。

6 監査の実施内容

出納その他の事務の執行を対象として、あらかじめ必要と認められる監査資料の提出を求め、監査対象団体の

責任者及び監査対象団体(施設)を所管する関係職員から事業等についての説明聴取を行うとともに、関係帳簿

及び関係書類の照合、通査及び、実査を行った。

主な監査帳票

株式会社 指定に関する根拠法令等、指定の手続き、管理に関する協定書等、事業報告書、

ヱイム 収支会計経理に係る帳票、出納関係帳簿類、管理規程、経理規程等の諸規程

公益財団法人 定款及び会計規則等諸規程、決算書等諸帳簿、預金通帳等証拠書類、支出負担

金沢芸術創造財団 行為伺書、事業計画書、予算書及び決算諸表、出納関係帳票、補助金交付申請

書、実績報告書、収入伝票、支払伝票、振替伝票、領収書等証拠書類、指定に

関する根拠法令等、指定の手続き、管理に関する協定書等

公主主社団法人 定款及び会計規程等諸規程、決算書等諸l帳簿、預金通帳等証拠書類、支出負担

金沢ボランティア大学校 行為伺書、事業計画書、予算書及び決算諸表、出納関係帳票、補助金交付申請

書、実績報告書、領収書等証拠書類

7 団体の概要

(1)株式会社エイム

ア 本市との関係

13 
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(ア) 指定管理の状況(平成30年度)

指定管理委託料 16，340千円

|一一齢者体育館
施 設

※印は実査を行った施設である。

(2) 公益財団法人金沢芸術創造財団

ア 設立及び目的

名

金沢市における芸術文化の創造に関する事業を積極的に企画実施し、市民の生涯にわたる芸術文化の土壌

を醸成することにより、芸術文化の振興に寄与することを目的に平成5年11月に設立され、平成23年4月か

らは公益財団法人に移行している。

イ 本市との関係

(ア) 出資状況

某本財産40，000千円の全額(出資割合100%)

(イ) 補助金等の交付状況(平成30年度)

金沢芸術創造財団運営事業補助 97， 081千円

(ウ) 指定管理の状況(平成30年度)

指定管理委託料 996， 245千円

施

芸術文化ホール (3施設) 163，988千円

設

金沢歌劇座、金沢市文化ホール、金沢市アートホール

美術館施設 (2施設) 478， 269千円

金沢21世紀美術館、金沢能楽美術館

芸術文化施設 (5施設) 353， 988千円

名

金沢卯辰山工芸工房、金沢市民芸術村、金沢市牧山ガラス工房、金沢市おしがはら工房、金沢

湯涌創作の森

(3) 公益社団法人金沢ボランティア大学校

ア 設立及び目的

多様なボランティア活動に対応できる人材を養成し、ボランティア活動を通じて豊かで文化的な市民生活

を築くとともに、活力ある地域社会づくりに寄与し、ボランティア活動を生涯学習の一環として自己の向上

を図る人々を支援することを目的に平成6年 7月に設立された。

イ 本市との関係

(ア) 出資状況

基本財産10，000千円の全額(出資割合100%)

(イ) 補助金等の交付状況(平成30年度)

金沢ボランティア大学校補助金 21， 160千円

第 2 監査の結果

1 株式会社エイム

公の施設の管理に係る事務は、監査した範囲においては適正に執行されていると認められた。

2 公益財団法人 金沢芸術創造財団

出資団体の事業の運営、補助金等に係る収支の会計経理及び公の施設の管理に係る事務は、監査した範囲にお

いては適正に執行されていると認められた。

3 公益社団法人 金沢ボランティア大学校

出資団体の事業の運営及び補助金等に係る収支の会計経理は、監査した範囲においては適正に執行されている

と認められた。
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農業委員会告示

⑨金沢市農業委員会告示第 7号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第 l項の規定により令和元年第11回金沢市農業委員会総

会を招集し、金沢市農業委員会会議規則(昭和36年農業委員会規則第3号)第3条第 1項の規定により次のとおり告

示します。

令和元年11月21日

金沢市農業委員会

会長井 口 栄 市

1 日時

令和元年11月26日午後3時

2 場所

金沢市農業センター研修室

3 議案

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定による許可申請について

(2) 農地法第4条の規定による許可申請に対する意見決定について

(3) 農地法第 5条の規定による許可申請に対する意見決定について

は)相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

(5) 農用地利用集積計画の決定について

(6) 金沢農業振興地域整備計画の変更に関する意見決定について

(7) 金沢市農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集に関する要綱の一部改正について

(8) 金沢市農業委員会の農地利用最適化推進委員募集要項について
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